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令和７年第３回 邑南町議会定例会（第２日目）会議録

１．招集年月日 令和７年３月３日（令和７年２月２０日告示）

２．招集の場所 邑南町役場 議場

３．開 会 令和７年３月１０日（月） 午前 ９時３０分

散会 午前１０時２６分

４．応招議員

５．不応招議員 なし

６．出席議員 １３名

７．欠席議員 なし

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名

９．本会議に職務のため出席した者の氏名

議会事務局長 井上 義博 事務局調整監 田中 利明

10．町長提出議案の題目 別紙のとおり

11．会議録署名議員の氏名

12．本日の会議の大要は別紙のとおりである。

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 石國佳壽子 ２番 奈須 正宜 ３番 鍵本 亜紀 ４番 野田 佳文

５番 日高八重美 ６番 瀧田 均 ７番 平野 一成 ８番 和田 文雄

９番 宮田 博 １０番 漆谷 光夫 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

１番 石國佳壽子 ２番 奈須 正宜 ３番 鍵本 亜紀 ４番 野田 佳文

５番 日高八重美 ６番 瀧田 均 ７番 平野 一成 ８番 和田 文雄

９番 宮田 博 １０番 漆谷 光夫 １１番 中村 昌史 １２番 辰田 直久

１３番 石橋 純二

議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名 議席 氏 名

議席 氏 名 議席 氏 名

６番 瀧田 均 ７番 平野 一成

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 大屋 光宏 副 町 長 白須 寿 総務課長 大賀 定

資産経営課長 沖野 弘輝 情報みらい創造課長 柳川 修司 地域みらい課長 田村 哲

財務課長 三上 和彦 町民課長 秋田 敏子 医療福祉政策課長 坂本 晶子

産業支援課長 小笠原 誠治 建設課長 上田 修 保健課長 岩井 和也

羽須美支所長 三上 徹 瑞穂支所長 三浦 康孝

教 育 長 大橋 覚 学びのまち総務課長 植田 啓司 学びのまち推進課長 原 拓矢

水道課長 高瀬 満晃



- 2 -

令和７年第３回邑南町議会定例会議事日程（第２号）

令和７年３月10日（月）午前９時30分開議

開議宣告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 諸般の報告

日程第３ 議案第６号 邑南町税条例の一部改正

日程第４ 議案第７号 邑南町子ども等医療費助成条例の一部改正

日程第５ 議案第８号 邑南町斎場条例の一部改正

日程第６ 議案第９号 邑南町道路占用料徴収条例の一部改正

日程第７ 議案第10号 邑南町定住住宅管理条例の一部改正

日程第８ 議案第11号 邑南町自治会館、多目的集会所及び農村公園条例の一部改正

日程第９ 議案第12号 邑南町まち・ひと・しごと創生基金条例の一部改正

日程第10 議案第13号 邑南町福祉医療費助成条例の一部改正

日程第11 議案第14号 邑南町デイサービスセンター条例の一部改正

日程第12 議案第15号 邑南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正

日程第13 議案第16号 政治倫理の確立のための邑南町長の資産等の公開に関する

条例の一部改正

日程第14 議案第17号 邑南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

日程第15 議案第18号 邑南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正
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日程第16 議案第19号 邑南町職員の給与に関する条例の一部改正

日程第17 議案第20号 邑南町消防団員等公務災害補償条例の一部改正

日程第18 議案第21号 邑南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部改正

日程第19 議案第22号 邑南町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部改正

日程第20 議案第23号 邑南町個人情報保護審議会条例の一部改正

日程第21 議案第24号 邑南町個人情報保護法施行条例の一部改正

日程第22 議案第25号 邑南町道の駅設置及び管理に関する条例の一部改正

日程第23 議案第26号 邑南町集団宿泊研修施設条例の廃止

日程第24 議案第27号 邑南町ふれあい体験農園条例の廃止

日程第25 議案第28号 邑南町長等及び職員のハラスメント防止に関する条例の制定

日程第26 議案第29号 邑南町地域運営組織条例の制定

日程第27 議案第30号 邑南町小中学校の在り方検討委員会設置条例の制定

日程第28 議案第31号 財産の取得

（ 町内中学校教師用指導書及び指導者用教科書購入 ）

日程第29 議案第32号 邑南町森林整備計画の一部変更

日程第30 議案第33号 邑南町観光戦略の一部変更

日程第31 議案第34号 指定管理期間の変更

（ 石見デイサービスセンターの指定管理期間の変更 ）

日程第32 議案第35号 指定管理期間の変更

（ 日貫地区５自治会館の指定管理期間の変更 ）
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日程第33 議案第36号 指定管理者の指定

（ 邑南町観光案内所、

邑南町農林水産物直売・食材供給施設 ）

日程第34 議案第37号 指定管理者の指定

（ 邑南町農産物処理加工施設 ）

日程第35 議案第38号 町道路線の廃止

（ 廃止路線１路線 ）

日程第36 議案第39号 町道路線の認定

（ 認定路線１路線 ）

日程第37 議案第40号 令和６年度邑南町一般会計補正予算第13号

日程第38 議案第41号 令和６年度邑南町国民健康保険事業特別会計

補正予算第５号

日程第39 議案第42号 令和６年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計

補正予算第５号

日程第40 議案第43号 令和６年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算第３号

日程第41 議案第44号 令和６年度邑南町電気通信事業特別会計

補正予算第３号

日程第42 議案第45号 令和６年度邑南町下水道事業会計

補正予算第２号

日程第43 議案第46号 令和７年度邑南町一般会計予算

日程第44 議案第47号 令和７年度邑南町国民健康保険事業特別会計予算

日程第45 議案第48号 令和７年度邑南町国民健康保険直営診療所事業特別会計予算

日程第46 議案第49号 令和７年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第47 議案第50号 令和７年度邑南町電気通信事業特別会計予算
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日程第48 議案第51号 令和７年度邑南町水道事業会計予算

日程第49 議案第52号 令和７年度邑南町下水道事業会計予算

日程第50 議案第53号 権利の放棄

（ 社会福祉法人おおなん福祉会への出資金 ）
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令和７年第３回 邑南町議会定例会（第２日目） 会議録

【令和７年３月１０日（月）】

―― 午前９時３０分 開議 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 開議宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） おはようございます。

（「おはようございます」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あ

らかじめお手元に配布したとおりでございます。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１。会議録署名議員の指名をいたします。６番瀧

田議員。７番平野議員。お願いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ 諸般の報告 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２。諸般の報告を行います。３月３日の本会議に

おきまして執行部から発言訂正の申出がありましたが、単なる言い間違いの場合には

議長の会議録調整権に基づき修正できることとなっております。今回は議会運営委員

会で協議いただきました結果今回執行部より申出があった部分について、議長の会議

録調整権の中で会議録を訂正いたしますので御了承願います。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３ 議案第６号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３。議案第６号邑南町税条例の一部改正、を議題

といたします。これより質疑を行います。質疑はありませんか。
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（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４ 議案第７号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４。議案第７号邑南町子ども等医療費助成条例の

一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第５ 議案第８号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第５。議案第８号邑南町斎場条例の一部改正、を議

題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第６ 議案第９号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第６。議案第９号邑南町道路占用料徴収条例の一部

改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第７ 議案第１０号 ）
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●石橋議長（石橋純二） 日程第７。議案第１０号邑南町定住住宅管理条例の一部

改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第８ 議案第１１号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第８。議案第１１号邑南町自治会館、多目的集会所

及び農村公園条例の一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第９ 議案第１２号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第９。議議案第１２号邑南町まち・ひと・しごと創

生基金条例の一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１０ 議案第１３号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１０。議案第１３号邑南町福祉医療費助成条例の

一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～
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（ 日程第１１ 議案第１４号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１１。議案第１４号邑南町デイサービスセンター

条例の一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１２ 議案第１５号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１２。議案第１５号邑南町家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、を議題といたします。質疑はあり

ませんか。

●平野議員（平野一成） 議長、７番。

●石橋議長（石橋純二） ７番、平野議員。

●平野議員（平野一成） 議案の１５ですけれども。議案の中にあります附則の中

の経過措置について。当分の間という表記がありますけれども、この当分の間という

のはどういう意味なのか教えてください。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、坂本医療福祉政策課長。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） この当分の間という経過措置の表記でござ

いますが、これは、国・県も同様にそのように定めているものであります。地域によ

っては、この条例改正によって現在保育人材でありますとか教育人材、そういったス

タッフの確保が難しい状況にある中での法改正になっておりますので、新たな保育基

準が即準用して確保が難しかったらいけないということで、当分の間という形で定め

られております。まだ、現在のところ詳細の期間については定められておりませんの

で、また国・県のほうで改正がありましたらそれに合わせて町としても条例をまた定
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めていきたいと思います。

●平野議員（平野一成） 議長、７番。

●石橋議長（石橋純二） ７番、平野議員。

●平野議員（平野一成） 邑南町の場合でもやはり当分の間、読み替えるというか

そういう経過措置をとるということで、実際には邑南町の場合は、そういう準備はで

きているのかできていないのか、わかりますでしょうか。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、坂本医療福祉政策課長。

○坂本医療福祉政策課長（坂本晶子） 現在、家庭的保育について邑南町のほうで

は具体的に実施はしておりませんが、今後のところはわからないということで、国・

県に準じて条例を改正しております。邑南町の保育所については、県が認可を受けて

いるということで県の中での運用になりますけれども、これについては既にこれに合

わせて基準を定め実施していると伺っております。

●石橋議長（石橋純二） ほかにありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１３ 議案第１６号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１３。議議案第１６号政治倫理の確立のための邑

南町長の資産等の公開に関する条例の一部改正、を議題といたします。質疑はありま

せんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。
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～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１４ 議案第１７号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１４。議議案第１７号邑南町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１５ 議案第１８号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１５。議議案第１８号邑南町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正、を議題といたします。質疑は

ありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１６ 議案第１９号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１６。議案第１９号邑南町職員の給与に関する条

例の一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１７ 議案第２０号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１７。議案第２０号邑南町消防団員等公務災害補

償条例の一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。
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（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１８ 議案第２１号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１８。議案第２１号邑南町非常勤消防団員に係る

退職報償金の支給に関する条例の一部改正、を議題といたします。質疑はありません

か。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１９ 議案第２２号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１９。議案第２２号邑南町個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部改正、を議題といたします。質疑はありません

か。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２０ 議案第２３号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２０。議案第２３号邑南町個人情報保護審議会条

例の一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～
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（ 日程第２１ 議案第２４号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２１。議案第２４号邑南町個人情報保護法施行条

例の一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２２ 議案第２５号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２２。議案第２５号邑南町道の駅設置及び管理に

関する条例の一部改正、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２３ 議案第２６号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２３。議案第２６号邑南町集団宿泊研修施設条例

の廃止、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２４ 議案第２７号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２４。議案第２７号邑南町ふれあい体験農園条例

の廃止、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）
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●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２５ 議案第２８号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２５。議案第２８号邑南町長等及び職員のハラス

メント防止に関する条例の制定、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２６ 議案第２９号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２６。議案第２９号邑南町地域運営組織条例の制

定、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２７ 議案第３０号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２７。議案第３０号邑南町小中学校の在り方検討

委員会設置条例の制定、を議題といたします。質疑はありませんか。

●瀧田議員（瀧田均） 議長、６番。

●石橋議長（石橋純二） ６番、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） 本会議前の全員協議会で、この条例案の説明の際に組織の

構成に関して地域の者や保護者等を加えることができないかと申し上げましたが、そ

れが成されなかったわけですが、どういう判断からだったのか教えてください。
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○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、植田学びのまち。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 在り方検討委員会につきましては、７年

度におきましては、大学教授であったりとか専門的な知見を持っておられる方に十分

議論をしていただきまして、邑南町の理想の学びの形というのを提案していただきま

す。その後８年度においては、地域の皆さまであったり、ＰＴＡ、保護者の方でいら

っしゃいましたり、児童生徒についても御意見をいただきながら十分検討してまいり

たいと考えております。在り方検討委員会の構成員の皆さんについては、保護者の皆

さんの代表の方も入っていただくよう、考えていきたいと考えております。

●瀧田議員（瀧田均） 議長、６番。

●石橋議長（石橋純二） ６番、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） できれば保護者とかいう表現を構成の中に入れていただき

たいなと思っていたんです。２つ目の質問に移ります。この条例案の取扱いについて

は、地域や町民への説明や理解をいただくことに先行して専門組織による方向性の取

りまとめを優先したスケジュールとなっています。今も課長が言われたとおりです。

議論の進め方がこのようなスケジュールになった経過についてお聞かせください。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、植田学びのまち総務課長。

○植田学びのまち総務課長（植田啓司） 今、学校の学びの在り方というのは大き

な変化を迎えている時と判断しております。その中で、大学教授であったりとかそう

いう知見を持っておられる方に御意見をいただきながら方向性を定めていき、それに

ついて地域の皆さん、保護者であったりとか児童生徒の皆さんの御意見を聞きながら

邑南町の理想の学びの形というのを作っていくという形で、このような形での議論構

成となっております。

○大橋教育長（大橋覚） 議長、番外。



- 16 -

●石橋議長（石橋純二） 番外、大橋教育長。

○大橋教育長（大橋覚） 補足をさせていただきたいと思います。在り方の委員会

の位置づけとしては、まず令和７年度しっかりとした方針を打ち立てていきたい。こ

れは令和８年度以降しっかりと、保護者、先生方、町民の皆さまに意見をいただくた

めの資料づくりというふうに位置づけておりますので、この方針が出てきた以降は、

そのような動きに変えて進めてまいりたいと思っております。

●瀧田議員（瀧田均） 議長、６番。

●石橋議長（石橋純二） ６番、瀧田議員。

●瀧田議員（瀧田均） 地域や町民の理解を得ることを先に行っておいてから、専

門組織にお任せをするというスケジュールに変更をするお考えはないのか、お聞きし

ます。

○大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、大屋町長。

○大屋町長（大屋光宏） 質問の趣旨は、統廃合をしてもいいかどうかをまず町民

の方であるとか保護者に聞いて、理解を得られれば準備を進めるべきだという質問だ

と思います。なぜ、統廃合をしなきゃいけないのかとか、まず今のこれからの教育の

在り方っていうのは、議論をしたことが無いです。例えば今回もそうですが、外国人

のお子さんに対するサポートであるとか、図書館司書であるとか、それぞれのお子さ

んの学習のサポートであるとか、生活支援のサポート、学校の環境もそうです、学び

方についても子ども同士で教え合うとか、一方でＩＣＴ環境の充実もあります。それ

らを含めた時にまずこれからの学習環境、学びの環境はどうするのかっていうのを町

としてもしっかり把握しながら、それを示した中でこれをするにはある程度の統廃合

が必要ですとかっていう話をしないと、今の段階で統廃合をしてもいいですかどうで

すかって聞いても、それぞれの判断基準は違うと思うのでそれをどうまとめるかって

いうところがあるので、まずは、こちらとして学びの環境とかこれからの教育の在り

方を議論させていただいて、それを示した上で学校の在り方、再編等を議論させてい
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ただければと思ってます。以上です。

●石橋議長（石橋純二） ほかにありませんか。

●中村議員（中村昌史） 議長、１１番。

●石橋議長（石橋純二） １１番、中村議員。

●中村議員（中村昌史） これは今町長も言われましたけど、１２月に町長が表明

された学校の在り方に対してどう検討を進めていくのかという中での、邑南町の教育

の在り方を検討する委員会を設置する条例と認識をしております。で、間違いないと

思うんですが。今回の定例会に議案と出されておりますのは、この検討委員会の設置

条例のみです。４日の全員協議会の日に、全体のスキーム・スケジュール・イメージ

を示してくださいということで、在り方検討イメージという資料を配っていただきま

した。これを見ると今回の条例の位置づけっていうのがよくわかると思うんですが、

今定例会に上がってきております議案は、この小中学校の在り方検討委員会設置条例

のみです。全体のスキームというものを、本来でしたら全体のスキームを最初に示し

ていただいて、その中でこの条例はどういう位置づけですよということがあるべきだ

と思うんですが、今回提出されておりますこの条例だけを見ると、先ほど課長は保護

者の方も参加していただくというふうにおっしゃいましたが、条例の内容は専門家・

学識経験者５名以内で組織すると書かれております。それしかなくて、目的のところ

に学校再編等に関し必要な事項について審議するためと書かれております。これだけ

をポンと見ると、町民の皆さんの参加を待たずに学校等の再編に関して決め事をする

のではないだろうかと、誤解を招くおそれがあります。ですので、この設置の目的の

ところの文言を、学校再編等という言葉をもう少し見直していただくというお考えは

ないかを問いたいと思います。もう１点は、先ほど言いました４日の全員協議会のと

きに示された在り方検討イメージ。今も答弁の中で、８年度は皆さんの意見を聞きな

がら進めていくんだとおっしゃいましたが、片っ方は条例です。検討委員会の設置条

例。もう一方は、全体イメージの示された資料です。この全体の進め方というものを

どこかで担保すべきじゃないかと思うんですが、例えば今回提出されております条例

の附則の中にでも、進め方について示すことはできないのか。この２点についてお伺

いしたいと思います。

○大橋教育長（大橋覚） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） 番外、大橋教育長。

○大橋教育長（大橋覚） まず１点目でございます。再編等という、誤解を招くの

ではないかと御指摘をいただきました。言葉だけをとらまえて言うと、そのような誤

解というのが可能性があるかどうかというようなところでございます。一番は、まず

は邑南町らしい理想的な教育の在り方を追求していきたいというのが、この在り方検

討委員会の大きな趣旨でございます。その際、延長上にどのような学習環境等整えて

いけばいいのかっていうときに、今度は学校のハード面の在り方っていうのも出てく

る可能性もあるかなというような思いで、再編ありきっていうような意味合いでここ

に載せたわけではございませんので、御理解をいただきたいなと思っております。

○大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、大屋町長。

○大屋町長（大屋光宏） たしかに学校の再編なり統廃合をしていくっていう方針

は、所信表明等で述べてます。その経過については資料等だけであって、条例だけを

見れば町民との約束事なので、これだけを見れば誤解を招くところが確かにあるかも

しれないです。ただ一方で私自身は、まずこの議会において施政方針っていうことで

統廃合について触れてます。その中では、来年度に結論を出すとは述べてないです。

単なる数合わせではなく、これからの邑南町らしい最良の学びを提供するためという

ことで、それぞれ教育委員会で取組み、地域みらい課での取組みを述べてます。それ

が前提でのこの条例っていうことで御理解をいただければ、担保としては私の施政方

針と１１月に述べた所信表明を担保にしていただければ、それがあっての条例という

ことで、どうしても手法として条例、手続として１個１個定めていけば、それだけを

見れば誤解を招くかもしれませんが、全体を見ていただけば御理解をいただけると思

ってます。

●石橋議長（石橋純二） ほかにありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。
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～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２８ 議案第３１号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２８。議案第３１号財産の取得、を議題といたし

ます。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２９ 議案第３２号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２９。議案第３２号邑南町森林整備計画の一部変

更、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３０ 議案第３３号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３０。議案第３３号邑南町観光戦略の一部変更、

を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３１ 議案第３４号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３１。議案第３４号指定管理期間の変更、を議題

といたします。議案第３４号につきましては、私、議長の石橋に直接の利害関係のあ

る事件と認められますので、地方自治法第１１７条の規定によって退場いたします。

議長の私が退場いたしますので、その間の議長につきましては漆谷副議長にお願いを



- 20 -

いたします。よろしくお願いいたします。

( 石橋議長退場並びに漆谷副議長議長席へ着席 )

●漆谷副議長（漆谷光夫） 議長が除斥により退場いたしましたので、地方自治法

第１０６条第１項の規定により、副議長の私がその職務を行わせていただきます。質

疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●漆谷副議長（漆谷光夫） 無いようですので質疑を終わります。ここで、退場さ

れております、石橋議長の入場を求めます。これで議長としての職務は全て終了いた

しました。皆さんの御協力、誠にありがとうございました。

( 漆谷副議長は議長席を退席、石橋議長着席 )

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３２ 議案第３５号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３２。議案第３５号指定管理期間の変更、を議題

といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３３ 議案第３６号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３３。議案第３６号指定管理者の指定、を議題と

いたします。議案第３６号から議案第３７号につきましては、鍵本議員に直接利害関

係のある事件であると認められますので、地方自治法第１１７条の規定により鍵本議

員を除斥したいと思いますが、これに御異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 異議なしと認めます。したがって、鍵本議員を除斥する

ことに決定をいたしました。鍵本議員の退場を求めます。

（ 鍵本議員退場 ）
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●石橋議長（石橋純二） 質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３４ 議案第３７号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３４。議議案第３７号指定管理者の指定、を議題

といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。ここで退場され

ております鍵本議員の入場を求めます。

（ 鍵本議員入場 ）

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３５ 議案第３８号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３５。議案第３８号町道路線の廃止、を議題とい

たします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。
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～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３６ 議案第３９号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３６。議案第３９号町道路線の認定、を議題とい

たします。質疑はありませんか。

●漆谷議員（漆谷光夫） 議長、１０番。

●石橋議長（石橋純二） １０番、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） 道路路線の認定についてであります。上程されたものに

対して、しっかり納得のいく議論をしてそれから採決に臨むのが筋だと思います。全

協でも申し上げましたがこの路線の路線名について少し違和感なり疑問がありますの

で、この点についてしっかりした明快な回答をお願いしたいと、このように思うとこ

ろであります。そもそも路線名については、始点終点の町名あるいは字・小字を付け

ていくのが筋だと思います。本件については、日和２０７１番地先、地先というのは

その辺りという意味であります。２０７１番については、これは大釜谷ではそういう

番地はありません。上郷にはあります。上郷の終点辺りには２０７１番地という番地

がございます。私が何が言いたいかと言いますと、やはり一度名前を付けますとこれ

は永久的にこの名前で町民の皆さんも理解いただいて使っていくものであります。例

えば、道路の通行止めにしても後原大釜谷線というのは、私が申し上げますように終

点は上郷となっております。上郷で通行止めがあった場合には、大釜谷の先に上郷が

あるんだけどなんでその路線に通行止めがあるのというような疑問もわくところであ

ります。そこで邑南町にあってこの路線名を付けるときには、どういう基準で付けら

れとるのか。ただ単に、大釜谷という名前は間違いとは言いませんが付けられたの

か、理由があって上郷という名前があるのにどうしてそういう名前を、私が思うに単

純に後原も集落、上郷も集落、大釜谷も集落ですので、後原上郷線でなんら問題なか

ったし番地も上郷に列記としてあるのに、なぜそういう名前をされたのか。ただ単純

にミスなのか、理由があって付けられたのか、その辺のところをお聞かせいただけれ

ばと思います。

○上田建設課長（上田修） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） 番外、上田建設課長。

○上田建設課長（上田修） 町道路線の認定でございます。先ほど漆谷議員もおっ

しゃられましたように、多くは起点あるいは終点名の路線としてございます。中には

経過地等また公共的な施設等ございましたら、そういったところの名前も付けておる

とこでございます。今回の後原大釜谷線でございますけれども、先ほど漆谷議員のほ

うからも御説明ございました。後原集落を縦断し大利峠また明泉谷口、大釜谷口を経

由し日和郵便局までの８，１３３．９メートルでございます。今回この路線名を後原

大釜谷線とさせていただきました理由につきましては、当然日和郵便局につきまして

は上郷地内でございますけども、終点に近い大釜谷集落の経由延長が長いこと、ある

いはバス停大釜谷口が終点にほど近いということ、更には先ほど来おっしゃっておら

れますけども名前のことでございますが、邑南町内には同じ集落がいくつかございま

す。あるいは似通った集落もあるところでございます。例を挙げますと、上郷集落に

つきましても日和地内に限らずほかの集落にもございます。後原も後谷等と似通った

集落もあるとこでございます。こういった間違いや混乱等、先ほど来ございましたけ

ども通行止め等の規制をかける場合にそういったところで、もちろん聞き間違いのな

いようにというところで御案内もさせていただくとこでございますが、類似のそうい

った集落名もあるというところから今回はこの度の町道認定路線につきましては、後

原大釜谷線ということでさせていただきたいと思っておるとこでございます。

●漆谷議員（漆谷光夫） 議長、１０番。

●石橋議長（石橋純二） １０番、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） 上郷という名前はあるかもしれません。終点と起点は、

後原いうセットいう名前は、ほかにはないと思います。それと平成８年だったと思い

ますが、今国交省、昔は建設省の通達が出とると思います。その中にも、はっきり起

点終点を基に付けなさいと、都道府県には出とると思います。それと、例えば後原と

上郷でルートは違うが起点終点が同じ場合もあります。その場合は確かに同じ名前を

付けるのはなりませんので、経由地の例えば大利峠線とかいうことはあろうかと思い

ます。課長が先ほど説明されたのは、何か私とすればあんまりストンと腹に落ちるよ

うな説明では無いと私は思いました。やはり、地先というのはその辺りというところ

で、道路には地番がありませんので最寄りの番地を付けられたと思うんですが、ここ

にも書いてあるように日和２０７１というのを調べてみますと、いわゆる日貫川本
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線、それと三次江津線の交差点辺りです。なんら別に後原と上郷いうセットがほかに

もあるんなら別ですけど、終点の上郷いう名前がほかにもあるんで、間違うというの

は余り私とすると納得はいかないということです。私が言いたいのは、やはり先々使

うためには住民の方も納得されたような名前を付けていくことが大事ではないかとい

うことを私は申し上げたい。これによって採決にいろいろどうこういうことはないか

もわかりませんが、私とすれば、やはりこの質疑を通して建設課はどのような思いで

付けられたかいうことをしっかりと、私も住民から聞かれたときには、こうこうです

いう皆さんに納得いく説明ができることが大事だと思いますので質問しとるわけで、

このことについて、今一度課長はどう思われるか再度お聞きします。

○上田建設課長（上田修） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、上田建設課長。

○上田建設課長（上田修） 漆谷議員さんおっしゃられますことにつきまして、先

ほど御説明をさせていただいたとおりでございますが、邑南町内の路線につきまして

は、この路線に限らず地先の地名等を使っていない路線もいくつかございます。例え

ば日和地内ですと、起点は山根谷終点は大釜谷ですけども、路線名は山根谷線という

のもございます。また、起点明泉谷終点山根谷で、路線名は明泉谷南線という路線名

も付いているとこでございます。また、起点下郷終点千丈渓線ですけれども、湯舟谷

千丈渓線というように例を挙げましたけれども、全てがそういった起点終点というと

ころでの名前、先ほど説明させていただいてますけれども経由地というところも名前

を付けてるとこでございます。この度の後原大釜谷線、先ほど来説明させていただい

てますけれども、そういった経由地等の名前を付けて混乱を招かないようにというと

ころも含まして、認定をさせていただいているとこでございます。

●漆谷議員（漆谷光夫） 議長、１０番。

●石橋議長（石橋純二） １０番、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） 説明はしっくりきませんが、私は混乱がないことを祈る

と同時に、逆に後原大釜谷線としたほうが後原上郷とするよりは混乱が起きやすいと

いうことを申し添えて質問を終わります。



- 25 -

●石橋議長（石橋純二） ほかにはありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３７ 議案第４０号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３７。議案第４０号令和６年度邑南町一般会計補

正予算第１３号、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３８ 議案第４１号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３８。議案第４１号令和６年度邑南町国民健康保

険事業特別会計補正予算第５号、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第３９ 議案第４２号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第３９。議案第４２号令和６年度邑南町国民健康保

険直営診療所事業特別会計補正予算第５号、を議題といたします。質疑はありません

か。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～
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（ 日程第４０ 議案第４３号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４０。議案第４３号令和６年度邑南町後期高齢者

医療事業特別会計補正予算第３号、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４１ 議案第４４号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４１。議案第４４号令和６年度邑南町電気通信事

業特別会計補正予算第３号、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４２ 議案第４５号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４２。議案第４５号令和６年度邑南町下水道事業

会計補正予算第２号、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４３ 議案第４６号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４３。議案第４６号令和７年度邑南町一般会計予

算、を議題といたします。質疑はありませんか。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。
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●石橋議長（石橋純二） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 議案４６号の一般会計の予算のところで、質問をさせ

ていただきます。予算書の５９ページ、おおなん子どもチャレンジ事業費というのが

ありましたが、これまでどういった事業をされてきたのかということを改めて質問さ

せていただくことと、あと令和７年度の予算が６年度に比べて大分減ってきてるよう

なので、今後令和７年度はどういうふうな事業を予定されているのか教えてくださ

い。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） おおなん子どもチャレンジ事業についてです。

これまでやったのが、例えば、石見養護学校の生徒さんが寮に入寮されてますけど、

寮で過ごす時間を利用して矢上高校の野球部のほうへ貢献したいということで、練習

用ボールの修繕をしたというところ、更に言うと野球部の生徒たちがどんなふうに頑

張っているかっていうのを見たいということで、夏の大会に自ら応援に行ったという

ようなことがあります。あと、羽須美のほうでは、町外の高校に進学された方もいら

っしゃいましてそういった方々も含めて、よぼしばのところで学習環境というところ

で整えられたという例もあります。こういった形で子どもさんが複数名でチームとい

いますか作っていただいて、それを大人がフォローするということで、お金を扱いま

すのでそういったところは大人の方がフォローするという形でやっています。令和７

年度予算につきましては、予算書の５９ページのほうにありますけども５１万８，０

００円ということで予算を計上しています。例えば、先ほど言いました養護学校さん

は２年続けてということなんですけど、１団体が受けたものが少しバージョンアップ

されるという形で継続してやられるときもありますので、そういったとこも踏まえて

いますけど、令和７年度で今のところどこがということは無いですけど、令和６年度

の実績を見ながらこのぐらいあればできるのかなということで、今５１万８，０００

円という予算を計上しているということです。以上です。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●石橋議長（石橋純二） ５番、日高議員。
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●日高議員（日高八重美） このチャレンジ事業は、毎年続けてされる事業になる

んでしょうか。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 単年度ごとになります。ですが先ほど言いまし

た養護学校さんに関しては、初年度はただボールをビニールテープで巻いて、補修し

たボールを届けるとこまでだったです。さらに、それをバージョンアップして今度は

実際に応援まで行くというところまで自ら球場までどういったルートで行けるかって

いうところを考えながらやられたので、団体としては２年続けてですけど、基本的に

は単年度単年度っていうことです。

●日高議員（日高八重美） 議長、５番。

●石橋議長（石橋純二） ５番、日高議員。

●日高議員（日高八重美） 質問の仕方が悪かったんですけど、例えばほかの団

体、今お話があったのは石見養護学校の生徒さんの活動だったんですけど、邑南町内

の子どものそういったグループなり団体なり学校なりが、こういったことをチャレン

ジ事業としてやりたいというときには、それは申し出れば対応していただけるもの、

そういう事業なんでしょうか。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 基本的には学校の授業に関係してない部分で

す。ですのでそういった授業でやる部分ではないところで、子どもさんたちがこれを

やりたいっていうところを計画立てられてやるというところですので、学校とかの団

体はちょっと除外するということになります。
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●石橋議長（石橋純二） ほかにはありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４４ 議案第４７号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４４。議案第４７号令和７年度邑南町国民健康保

険事業特別会計予算、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４５ 議案第４８号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４５。議案第４８号令和７年度邑南町国民健康保

険直営診療所事業特別会計予算、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４６ 議案第４９号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４６。議案第４９号令和７年度邑南町後期高齢者

医療事業特別会計予算、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４７ 議案第５０号 ）
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●石橋議長（石橋純二） 日程第４７。議案第５０号令和７年度邑南町電気通信事

業特別会計予算、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４８ 議案第５１号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４８。議案第５１号令和７年度邑南町水道事業会

計予算、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第４９ 議案第５２号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第４９。議案第５２号令和７年度邑南町下水道事業

会計予算、を議題といたします。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第５０ 議案第５３号 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第５０。議案第５３号権利の放棄、を議題といたし

ます。提出者からの提案理由の説明を求めます。

○大屋町長（大屋光宏） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、大屋町長。
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○大屋町長（大屋光宏） 議案第５３号の提案理由を御説明を申し上げます。議案

第５３号権利の放棄についてでございますが、これは社会福祉法人おおなん福祉会へ

の出資金について議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、財務

課長より説明しますのでよろしくお願いします。

○三上財務課長（三上和彦） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） 番外、三上財務課長。

○三上財務課長（三上和彦） 議案第５３号権利の放棄について、御説明いたしま

す。

一、放棄する権利の内容は、社会福祉法人おおなん福祉会への出資金です。二、放棄

する債権額は、５，０００，０００円です。三、放棄の理由は、社会福祉法第４７条

及び社会福祉法人おおなん福祉会定款第４３条のいずれの規定においても邑南町に出

資による権利が無いと明らかであったが、平成１２年から羽須美村、引き続き邑南町

として出資による権利が有るものと誤った扱いをしていたため、権利を放棄すること

で是正を図るものです。以上、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。よろしくお願いいたします。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、提出者からの提案理由の説明は、終了いたしま

した。これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

●石橋議長（石橋純二） 無いようですので、質疑を終わります。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 散会宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） 以上で、本日の日程は全て議了いたしました。本日はこ

れにて散会といたします。お疲れ様でした。

―― 午前 １０時 ２６分 散会 ――


